
65 歳以上のすべての人

　身体機能の低下や認知機能の低下などにより介護が必要になったとき、また、日常的な介護は
必要ないけれど、生活機能の低下がみられるときや、要介護状態になるのを予防するために何か
したいときなどには、申請し、審査や判定を受けることで、それぞれの状態に見合ったサービス
を受けることができます。

65歳になったら
介護保険サービスや介護予防・日常生活支援総合事業サービスが利用できます

介護保険サービス

①介護給付サービス ②介護予防給付サービス

④一般介護予防事業

要介護１～５

訪問サービス、通所サー
ビス、特別養護老人ホー
ムなどの施設サービス

訪問看護、福祉用具レン
タルなど

居宅介護支援事業所などで、ケア
プランを作成してもらいます。

訪問型サービス
通所型サービス

シルバーリハビリ体
操、保健センターで
の運動教室など

※要介護・要支援認
定非該当となった
方も利用できます。

①を利用できます。

直接施設に申し込みます。

要介護・要支援認定

■居宅介護サービスの場合
ケアプランの作成

寝たきりや認知症などで介護が必要、
介護保険で受けたいサービスがある

■施設入居などの場合

基本チェックリスト

②や③を利用できます。
要支援１・２

③総合事業

審
査
・
判
定

申
請

相
談

プ
ラ
ン
作
成

サ
ー
ビ
ス
利
用

25項目の質問により判定し、その場
で結果が出るので、早期にサービスが
利用可能になります。

　高齢福祉課の窓口で申請を行いま
す。後日、市の職員が本人の状態を
確認する認定調査を行います。また、
申請時にお渡しする意見書への記入
を主治医に依頼してください。
　認定調査の結果と主治医の意見書
の内容をもとに医療や介護の専門家
による審査会で審査を行います。認定結果は原則、申請から30
日以内に通知します。
※40～64歳で特定の疾病がある方も申請できます。

申請

認定調査 主治医の
意見書

介護認定審査会

介護予防・
生活支援サービス

問高齢福祉課（☎826‐1111　内線2477）

自立した生活が
おくれる人

生活機能の低下が
みられる人

地域包括支援センターなどで、ケアプラン
を作成してもらいます。

介護予防サービス計画など

生活機能の低下が見られる、
介護がいらない状態を維持したい

③を利用できます。 ④を利用できます。
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